
新型コロナウイルス感染症対策にかかる議会の対応について 

※この規定は令和５年５月１０日をもって廃止しました。 
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代 表 者 会 議 

 

新型コロナウイルス感染症に対する国（令和５年１月２７日変更の「基本的対処方針」）

及び東京都（同日変更の「感染拡大防止の取り組み」）の対応状況に鑑み、東久留米市議会

として感染防止のための対策及び感染者発生時の対応等について、次のとおり定める。 

なお、国や東京都の対応が変わる場合には、本市対応も見直すこととする。 

 

１ 感染予防について 

 （１） 手洗いや手指消毒、咳エチケットなど基本的な感染症対策を徹底するとともに、

「密集」「密接」「密着」のいわゆる３密を避ける。 

 （２） 議員及び市側出席者は議場、委員会室に入る際は原則マスク等を着用する。また、

発熱等の風邪症状がみられるときは会議に出席しない。 

 

２ 会議における感染防止対策について 

 （１） 会議中の換気について 

  ア 会議中はドア等を開放する。 

 

 （２） 会議中のマスクの着用について 

  ア 会議中は原則マスクを着用するが、議場における壇上での発言時のみ不要とする。 

 

 （３） 議会運営委員会、各常任委員会及び予算、決算特別委員会について 

  ア 開催場所を全員協議会室とする。 

  イ 市側席等にパーテーションを設置する。 

 

＜予算特別委員会（当初予算）について＞（令和４年２月１７日更新） 

  ア 一般会計当初予算の歳出審査は、所管ごとに行う。 

イ 質疑は委員の半数ずつの入れ替え制とし、他の委員は委員席以外の席か議員控室

に待機する。 

ウ 委員会開会時及び議案の討論・採決時は全委員が出席する。 

 

＜決算特別委員会について＞（令和４年９月１５日更新） 

ア 一般会計決算の歳出審査は、所管ごとに行う。 

イ 質疑は委員の半数ずつの入れ替え制とし、他の委員は委員席以外の席か議員控室

に待機する。 

ウ 委員会開会時及び議案の討論・採決時は全委員が出席する。 

 

 （４） 本会議について 

  ア 議員の議席の密集を避けるため、傍聴席のうち記者席を会議に諮って議場とみな

し議席とする取り扱いとし、席の間隔を空けて座る。 

  イ 議案の採決時を除き、議場からの退席を可とする。ただし、会議中は定足数である



議長を含め１１名を維持する必要があるため、各会派半数以上は出席する（自民ク

ラブ３名、公明党３名、日本共産党２名、市民自治フォーラム１名、未来政策フォ

ーラム１名は出席し、一人会派は退席可）。また、会議録署名議員は会議冒頭の「会

議録署名議員の指名」の際は議場内にいることとし、それ以外は退席を可とする。 

  ウ どの議員がマイクのある議席に座るかは、会派内で調整する。 

  エ 氏名柱は使用しない（立てない）こととする。 

  オ 議員出席数表示は表示しないこととする。 

  カ 映像配信にかかるテロップは、表示しないこととする。 

  キ 市側については、案件のない部長等の欠席を可とし、席の間隔を空けて座る。 

  ク 演壇にアクリルパネルを設置する。 

 

３ 傍聴について 

  本会議、委員会の傍聴自粛のお願いをホームページ等で周知をする。 

特に傍聴を希望される場合は、原則マスク等の着用、備え付けアルコールでの手指消毒、

発熱等の風邪症状がある場合には傍聴ができない、席の間隔を空けて座ることについて

御留意いただく。また委員会の傍聴席は密集を避けるため８席とする。 

 

＜本会議の傍聴＞（令和３年２月１５日決定） 

  本会議の一般傍聴席は密集を避けるため２９席とし、最前列を記者席とする（６席）。

なお、優先席は２席とする。 

 

＜緊急事態宣言期間中の傍聴＞（令和３年２月１５日決定） 

  緊急事態宣言期間中は本会議、委員会の傍聴をご遠慮いただく。また、本会議、委員会

の傍聴席は、本会議一般傍聴席２０席、委員会５席とする。 

 

４ 感染者発生時の対応について 

  議員等が新型コロナウイルス感染症と確認された場合は、保健所の指示・指導に基づき

対応することとなるが、基本的な対応は次のとおりとする。 

 （１） 議員が感染者と確認された場合 

  ア 速やかにその事実及び保健所からの指示・指導の内容について議長（議会事務局経

由）に報告する。 

  イ 感染が確認された日付を公表する。 

 

 （２） 議員が濃厚接触者と確認された場合 

  ア 速やかにその事実及び保健所からの指示・指導の内容について議長（議会事務局経

由）に報告する。 

  イ 濃厚接触者の段階では情報公開しない。 

 

５ 会議等の対応 

  定例会会期中に議員が感染者又は濃厚接触者と確認された場合は、代表者会議を開き、

定例会中の会議の短縮・日程変更・中止等を検討する。 

 

６ その他 

  当面、上記事項により対応するものとし、状況の変化などを踏まえ必要に応じて内容の

見直しを行うものとする。 


